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１ 開  会 

 

〇平塚貞人会長 それでは、ただいまから令和４年度第２回岩手地方労働審議会を開会い

たします。 

 最初に、事務局に対し資格審査の結果報告を求めます。 

〇境澤雇用環境改善・均等推進監理官 それでは、事務局から資格審査結果をご報告いた

します。 

 地方審議会令第８条により会議の開催、議決には委員の３分の２以上、公労使各３分の

１以上の委員の出席が必要とされております。本日ご出席いただいております委員は、公

益代表委員６名、労働者代表委員６名、使用者代表委員５名、計17名となっており、会議

が有効に成立していることをご報告いたします。 

〇平塚貞人会長 会議が有効に成立していることを確認いたします。 

 ここで、１名の新任委員をご紹介いたします。労働者代表の吉田委員が退任され、山田

清秋委員がご就任されております。 

 山田委員、一言お願いします。 

〇山田清秋委員 皆さん、おはようございます。ただいま紹介いただきましたＵＡゼンセ

ンの山田と申します。吉田の後任として対応させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 

２ 岩手労働局長挨拶 

 

〇平塚貞人会長 続きまして、岩手労働局長からご挨拶をいただきます。 

〇稲原労働局長 岩手労働局長の稲原でございます。本日は、年度末の大変お忙しい中、

当審議会にご出席賜り、大変感謝申し上げます。また、平素より労働行政の運営に当たり

まして、ご支援、ご協力を賜っておりますことも併せて、この場をお借りしまして感謝申

し上げる次第でございます。 

 本日当審議会でご審議いただく内容につきましては、来年度、令和５年度における岩手

労働局の行政運営方針についてでございます。 

 現状岩手県の雇用情勢につきましては、ご承知のとおりでございますが、コロナ禍以降

毎年有効求人倍率そのものにつきましては上昇傾向でございますが、最新の求人倍率を発
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表させていただきましたときに、製造業、建設業等を含めまして、従来より多くの求人を

出していただいた業種につきまして、少し足踏み感が見られます。これは、コロナの影響

につきましては、先々月の有効求人倍率の発表の際にも、この影響が主な要因ではないと、

有効求人倍率に与える影響はもうかなり少なくなったということで、基調判断も内容を少

し変更させていただきましたが、先月の最新のものにつきましては、今申し上げましたよ

うに少し足踏み感があるという形で下方修正をさせていただいております。 

 しかしながら、今後も全体的な求人数、新規求人数につきましては毎月増加傾向でござ

いますので、決して情勢として悪いわけではないという判断に至っておりますが、今後物

価上昇がさらに岩手県内の雇用情勢に与える影響を注視していかなければならないと思っ

ておりますので、今後とも情報収集に努めてまいります。 

 このような状況の中でございますが、先ほど申し上げました来年度の業務運営方針、行

政運営方針につきましてご説明申し上げたいと思いますので、事前にご質問いただいたも

のにつきましては、字面で回答させていただきましたが、こちらも踏まえながら説明し、

またご理解を賜りますよう、忌憚のないご意見をいただければと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

〇平塚貞人会長 稲原局長、ありがとうございました。 

 

３ 議  事 

 （１）家内労働部会の委員の指名について 

 

〇平塚貞人会長 早速ですが、１つ目の議事、家内労働部会の委員の指名についてに入り

ます。 

 地方労働審議会令第６条及び岩手地方労働審議会運営規定第９条の規定による家内労働

部会の委員につきまして、労働者代表の吉田委員が退任したことから、現在家内労働部会

委員が欠員となっております。 

 つきましては、地方労働審議会令第６条第２項の規定により、部会に属すべき委員は会

長が指名することになっておりますので、私から家内労働部会労働者代表委員として、山

田清秋委員を指名いたします。 

 家内労働部会委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 （２）令和５年度岩手労働局行政運営方針案について 

 

〇平塚貞人会長 次に、議事２、令和５年度岩手労働局行政運営方針案に入ります。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

〇稲原労働局長 それでは、大変恐縮ですが、着座にてご説明申し上げます。 

 まず、資料１―１の令和５年度行政運営方針（案）につきまして、文字で30ページ程に

なっておりますが、こちらで説明するには少し文字を追わなければならないので、ダイジ

ェスト版を資料１―２にまとめております。これに基づきましてご説明を申し上げたいと

思います。 

 労働行政を取り巻く情勢につきましてご説明申し上げたいと思います。社会経済情勢に

つきましては、１ページに書かれているとおり、県内における人口は令和３年119万6,000人

から、令和４年10月には118万人と1.3％の減、また生産年齢人口につきましても平成27年

から令和27年、この間には43.2％減、42万人まで減少しております。 

 また、雇用をめぐる動向につきましても、有効求人倍率につきましては、しっかりとコ

ロナ禍以降毎年平均が上がってきておりますが、最新の数字で申しますと昨年の同時期

1.33倍からは0.01ポイント下がった1.32倍でございますが、この1.3倍台を維持していると

いうのは、もうコロナ禍以前の状況まで戻ってきていると言っても過言ではございません。 

 また、若者の雇用状況でございますが、新規学卒者の県内就職率を高めることにつきま

して、岩手県におきましても、私どもについても同様な目的でございますが、現在内定率

につきましては、大卒が82.1％、高卒は97.3％まで進んでおります。昨年の同時期に比べ

ると、大卒は少しマイナスになっておりますのは、選択肢が広がって少し遅れながらの集

計になることも起因しておりますが、高卒は確実に昨年より現在就職内定率は高まってお

ります。 

 また、昨年県内就職率は過去最高の74％と最終的にはなりましたが、現在も県内の就職

率は73.2％で、昨年の数値に次ぐ、ほぼ同率での県内就職率も高い推移を今誇っておりま

す。 

 また、高齢者の雇用状況につきましても、70歳の就業確保措置を実施している企業割合

は36.4％、昨年と同順位で、全国第３位でございます。全国計が25.6％でございますので、

非常に高い、企業割合となっていることもご紹介しておきたいと思います。 

 女性の雇用状況につきまして、特に男性の育児休業の取得率19.9％、昨年11.9％ほどで
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ございますので、働き方改革、こういったことを非常にしっかりと考えていただいている

企業、またそういった意識がもうしっかりと出来上がってきているのではと思っておりま

す。非常に大きな上昇の傾向であることもご紹介しておきたいと思います。 

 また、県内の労働者数、また非正規雇用労働者数につきましては、やはりパートタイマ

ーで働いている方々が少し増えている状況であります。最後に障害者の下段に書かれてい

る法定雇用率ですが、前回、令和３年３月に改定いたしましたが、民間企業は2.38％であ

り、法定雇用率の2.3％を超えている状況を維持しております。県の機関もありますが、市

町村の機関で48機関中13機関が未達成でございますので、こうした企業に対しまして、今

後どう打っていくか、また次年度以降、再来年の令和６年以降、また法定雇用率が段階的

にアップしますので、取組につきましては後ほど説明させていただきたいと思います。 

 ２ページの職業訓練の実施状況でございます。ここには、いわゆるハロートレーニング、

全体を総称してその名称を使わせていただいておりますが、この中の公共職業訓練、また

求職者支援訓練、それぞれにつきましてほぼ増加傾向でございます。求職者支援訓練の基

礎コースにつきましては前年同期比から減少しておりますが、大体充足率等につきまして

は昨年を上回っている状況でございますのと、就職率につきましても、記載されている数

値、これは国が定める目標を現在上回っている状況でございます。 

 これに加えて、次年度以降、またデジタル人材につきましても積極的に行うことにつき

まして、説明させていただければと思います。 

 また、労働条件をめぐる動向につきまして、申告・相談数の状況は155件、毎年減少して

おります。このような状況であるということや、また労働時間の状況につきましても、

1,813時間と前年比プラス17時間と出ておりますが、これにつきましてはコロナ禍におきま

して一旦令和２年度に休業等で就業時間がぐっと落ちましたので、令和３年につきまして

はそれが落ち着いて少し上回った関係でこの実労働時間がプラスになっておりまして、そ

の状況が15ページの折れ線グラフに出ております。つまりは岩手県だけの特別な状況では

なくて、全国的にも令和２年はぐっと落ち込んでいる状況が見えますが、その稼働が大き

くなってきました、要はコロナ禍が落ち着いてきた中におきまして、令和３年から少し上

昇というのが全国的な傾向ではございますので、岩手県だけ実労働時間が上がったという

状況ではないこともご理解いただければと思います。一人平均の年次有給の取得率につき

ましても、前年度比がアップしております。 

 賃金の状況につきましても、前年に比べますと1.15％増でありますが、ここで労働災害、
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休業４日以上の死傷者数ですが、2,295人という数字が出ております。これは、昨年に比べ

て806人増となっておりますが、実は2,295人のうちコロナ関係が822人ございます。一昨年

が48人でございましたので、要はその分がコロナの影響による４日以上の死傷者数と理解

していただければと思っております。ただ死傷者数、まだほかにも要因があって増になっ

たのは間違いございません。このようなことにつきましても、今後の取組を強化していき

たいと思っております。 

 また、過重労働、精神障害等々ございます。一番最後に新型コロナ感染症による請求事

案が1,014件、昨年の実績が62件でございますので、この多さだけでもコロナ禍における労

災が請求されたということが見受けられると思います。 

 ３ページからのそれぞれの取組につきまして申し上げたいと思います。行政運営方針に

つきましては６ページ以降になりますが、賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進につ

きまして、特に①業務改善助成金の活用を昨年も積極的に行いました。令和５年２月末時

点で145件という実績が上がっておりますが、これは東北第１位でございます。事業所数を

多く抱えている宮城局を越えて断トツで東北１位の活用を誇っております。 

 こちらにつきましては、岩手働き方改革推進支援センターや関係機関において、それぞ

れの制度周知がしっかりと行っていけたということですので、今後につきましても制度周

知を積極的に取り組んでいきたいと思っております。 

 また、特に重要な構造的な賃金引き上げを行うためにも、④パートナーシップによる価

値創造のための転嫁円滑化施策パッケージに基づく政府一体となった取組をしっかりと行

っていきたいと思っております。 

 その他、グラフについては従来の最低賃金の引上げに伴う岩手県と全国の加重平均の推

移でございますが、岩手は全国の加重平均にまだ追いついていない現状にあるということ

と、今後最低賃金そのものではなくて、構造的な賃金引上げにどう対処していけるか、ど

ういった制度を活用すれば、特に中小企業に対しましてどのような支援ができるか、特に

助成金の活用等につきましては、今後とも分かりやすい観点でカテゴリーに分けたパンフ

レットを作成したり、他省庁とも連携した助成金の活用ということにも取り組んでいきた

いと思っております。 

 安全で健康に働くことができる環境づくりにつきまして、今後の働き方改革も含めまし

て、明記しております。 

 監督署においては、労働時間相談・支援班を編成しておりますので、よりきめ細やかに、
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また丁寧に相談支援を実施していきたいと思っております。 

 また、暦年で言えば来年ですが、令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用さ

れている①から③、医師関係、自動車運送関係、建設業、これらの業種につきましては上

限規制の運用が撤廃されますので、医師に関しては医療勤務環境改善支援センター、また

自動車運送業については荷主特別対策チームによる要請であったり、建設業については岩

手働き方改革推進支援センターとも連携した周知、またこの１年間で、１年後には始まる

ことにつきましてしっかりと丁寧に説明し、それまでの取組をやっていきたいと思ってお

ります。 

 ４ページに移っていただきますと、１か月の時間外労働が80時間を超えていると考えて

いる事業場に対しましては監督指導をしっかりと行い、またしわ寄せ防止キャンペーン月

間には長時間労働につながる取引環境の見直しにつきましてしっかりと取り組んでいき、

このような違反が疑われる場合につきましては、中企庁、公取委などの関係機関に通報を

しっかり行い、労働条件の確保・改善対策という観点では労働基準関係法令の遵守の徹底

と、悪質な場合につきましては司法処分を含め厳正に対処してまいる所存でございます。 

 また、先ほどコロナ禍におけるコロナの影響による労災が非常に多く申請されて、労災

事故もコロナ関係の件数が上がっておりますが、今回14次防が策定されます。これに伴っ

て、12次防から13次防におきまして、特に令和３年から４年は先ほど申し上げましたよう

な大きな措置で出ておりますが、コロナの影響だけにとどまらず、やはり冬季における転

倒災害も非常に大きな問題でございますし、それぞれに高齢者の災害も多く発生しており

ます。このような方々には、ＳＡＦＥ協議会だったり、エイジフレンドリーガイドライン

の周知を徹底したり、やはり事業所の自発的な取組の促進につきまして、従来からの労災

防止の概念をいま一度改めてしっかりと取り組んでいただくように、周知の展開を図って

いきたいと思っております。 

 また、それぞれ陸上貨物から、林業など、業種別の取組につきましても明記しておりま

すが、それぞれの業種の特性、発生の起因別にそれぞれのガイドラインをきちんと周知徹

底することによる災害防止につきましても取り組んでいきたいと思っております。 

 また、メンタルヘルス対策、産業保健活動の推進とについて、産保センターとの連携、

メンタルヘルスではストレスチェック、このようなことを改めてしっかりとやっていきた

いと思っております。 

 また、５ページ、労災が発生しましたら、標準処理期間内に完結する迅速な事務処理を
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実施していきたいと思っておりますが、最近は精神事案など非常に長期処理を要する事案

も多数発生しておりまして、そのような中で当局内での人員による応援体制につきまして

も、ここには明記しておりませんが、局内各監督署における労災関係業務が多発した場合

は、局として当該署の応援を速やかに行う体制も築いていきたいと思っております。 

 また、ハラスメント関係でございますが、職場のハラスメント撲滅月間、これを12月に

設定しておりますので、集中的に取り組んでいきたいと思っております。 

 また、各監督署に設置している総合労働相談コーナーにつきましては、かなり浸透して

きておりますので、今後も対応につきましてはしっかりと丁寧に行っていければと思って

おります。 

 最後に、柔軟な働き方がしやすい環境整備でございますが、テレワークについてもコロ

ナ禍において浸透しましたが、その普及促進につきましても、今後とも行っていきたいと

思っております。 

 ６ページからは主に安定行政関係を明記しておりますが、今後ともハローワークの支援

の充実をしっかりと行っていきたいと思っております。その中でも、ハローワークの利便

性向上のためのオンラインサービスの利用促進、求職者マイページ、ハローワークに出向

かなくともサービスが受けられることであったり、災害時に実施しておりますオンライン

による相談や土曜日の相談対応など、ハローワークの通常勤務時間外においても、このよ

うなサービスがあることにつきまして、もっと制度を周知していければと思っております。 

 なお、求人に関しましては、求人を現在80％以上をオンラインで進めるという目標を掲

げる中、多くの事業所におきましては80％に近い数字で求人をオンライン化できている状

況でございますので、これから、さらに多くの求人を確保できるのではと期待をしている

ところでございます。 

 さらに、人手不足分野の人材確保につきましては、先程、しっかりとした求人に支えて

いただいていると申し上げましたが、一部において充足しにくい人手不足の業種がござい

ます。特に医療、介護、保育、建設、警備、このような業種はなかなか充足がしにくい人

手不足分野でございます。このことにつきまして、特にマッチングがしやすい支援の取組

をさらに強化していければと思っております。各所においては、特に学卒等でしっかりと

働き方改革を思っている事業所の社員の皆様と学生が一緒に交流会を図る、また介護など

聞いているだけで大変なのだろうなと思われるような業種の事業所に赴きまして、職場体

験をしていただくというような、できるだけ見える化に努めていきたいと思っております。 
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 地域のニーズに対応した職業訓練の実施でございます。当委員の中には、この協議会の

委員になっていただいている方もいらっしゃいますが、新しく岩手県地域職業能力開発促

進協議会を立ち上げて、今後検証などを行いながら、地元、地域のニーズに即した訓練を

展開していければと思っております。このような取組に合わせて、出口によるスキルを上

げていただきながら、就労につながる取組もさらに一層推進していきたいと思っておりま

す。 

 自治体との連携による雇用対策の推進でございます。雇用対策協定というのを従来県と

北上市と協定を締結しておりますが、実は明日、久慈市と、また来週になりますと一関市

と平泉町の包括協定ということで、さらに幾つかの自治体との新たな雇用対策協定を締結

することにしております。 

 雇用対策協定を結ぶことにどういったメリットがあるかにつきましては、やはりその地

場に即した、特に今現在各自治体におきましても大変多くの人手不足の業種を抱えている

地域がございます。そういったところにＵ・Ｉターンも含めた若者、また一般の方々に土

着していただくような取組がもっと具体的にできるかということにつきまして、それぞれ

目標を掲げながら行うことができたり、今後担当が変わろうとも、協定を締結しているこ

とによって継続的に確実な支援ができるという強みが出てくるなど、それぞれのメリット

があろうかと思いますし、一関、平泉と先ほど申し上げましたが、１つの市だけではなく

て、近辺の町、幾つかの市と包括的に締結することによって、業種に特化した形の雇用対

策協定の結び方等も考えられます。 

 いずれにいたしましても、それぞれの地域で、岩手県内に広めて、それぞれの産業の業

種がそれぞれの地域で特色を持ってございますので、雇用における支援はどういうことが

できるかということにつきましては、実際に協定を締結することによって定期的な確実な

情報交換を伴う、そういった施策が展開できるというメリットがありますので、今後とも

推進していければと思っております。 

 円滑な労働移動等の推進でございます。コロナ禍において、在籍型出向等を行ってまい

りましたが、今後とも産業雇用安定助成金を伴いました労働移動の推進につきまして行っ

ていきたいと思っております。それには、賃金上昇を伴う労働移動の推進も含まれており

ますので、労働移動支援助成金であったり、中途採用等支援助成金、特定求職者雇用開発

助成金など、活用が非常に大きなものにつきましては、助成金制度の周知ができたものだ

と思っておりますが、まだまだ認知度が低いものかもしれませんし、構造的な賃金上昇を
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伴う労働移動が助成金を活用することによって出来るということにつきましても推進をし

ていければと思っております。 

 また、従業員の人材育成に取り組むデジタル人材の育成につきましては、非常に強く思

っております。人材開発支援助成金、いわゆる人開金と言われるものにつきましても、こ

れも皆様方に制度の紹介につきまして大変ご協力を賜っているところでございますが、今

後とも活用を推奨していただければという思いで、今戦略的に各事業所の活用促進に努め

ておりますので、引き続き５年度につきましても取り組んでいきたいと思っております。 

 ７ページの女性活躍、男性の育休の取得等促進につきまして、令和４年７月８日から新

たに301人以上の企業での男女の賃金の差異に係る情報公表義務化、いわゆる女活法であっ

たり、男女雇用均等法の履行確保等につきまして、しっかりと行っていきたいと思ってお

ります。 

 冒頭に申しました育休の取得率もアップしていることにつきましては、育児を行うのも

当然女性のみならず、男性におきましても育児を行うといった概念が、意識が徐々に定着

してきたものだと思っておりますので、法的に定めている育休取得状況の公表義務がある

ことにつきましても、しっかりと今後とも制度を周知していければと思っております。 

 また、くるみん・プラチナくるみんであったり、ユースエール認定企業など、厚生労働

大臣の認定企業の推進につきまして、県内にもこのような取組に特化している魅力ある企

業を多くの人たちに知ってもらうべく、現在はホームページ等、またプラチナがつきまし

たらできるだけ多くの人に知ってもらうということで表彰して授与式を行っているわけで

ございまして、求人情報の中にも明記する、ユースエールは特に全認定企業につきまして

昨年ビデオを作成しホームページでアップしておりますので、このように認定を受けた企

業につきましては、できるだけ目に触れるような形で知っていただくということを今後と

もやっていきたいと思っております。 

 若者等につきましては、ユースエール認定企業、新規学卒者等を対象とした就職支援ナ

ビゲーターによるキャリア支援等であったり、今後とも新規学卒者に特化したハローワー

クを確実に稼働すること以外にも、全所的に行っているものにつきまして、先ほど冒頭に

申し上げました各所における見える化、認定企業が地場にあることの紹介のためにも、実

際に社員の方々との交流会や意見交換会などを今後もやっていければと思っております。 

 フリーター、また就職氷河期世代の活躍支援等ございます。これらの方々につきまして

も、それぞれの窓口で今後におきましてもしっかりと行っていきたいと思っております。 
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地方自治体と連携した生活困窮者に対する就労支援につきまして、盛岡市役所内での自

治体と連携したとありますが、先ほどの雇用対策協定の中に盛岡市の名前がなかったのは、

ここは一体的実施ということで、雇用対策協定とはまた別な形で生活困窮者、要は生活保

護まで陥ってしまった方々に対しての就労支援につきまして、市役所に窓口を常設してお

ります。このように自治体との連携を今後ともしっかりとやっていきたいと思っておりま

す。 

 ８ページの同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等について、

今年に入り、特に監督時、各事業所に作成していただきましたチェックリストを基に現在

チェックを行っております。このようなことをしっかりと行っていくために、疑わしきも

のがございましたら、局の雇均室からしっかりと同一同一の概念を当該事業所にお願いに

参るといったことを強化するのが特に令和５年度の大きな焦点となっております。 

 最後に、高齢者、障害者、外国人に対する支援でございます。高齢者に関しまして、70歳

までの就業確保措置実施済企業割合につきましては全国第３位ということで、自分の社員

のことを考えている事業者は非常に多いものですが、離職されている方の求職者も毎年増

えております。このような方々に対しましては項目イに書かれている部分でございまして、

アの部分の機運醸成や意識啓発についても今後ともお願いしてまいりますが、全国でも非

常に高い立ち位置になっておりますので、今後はそうした意欲的な事業所、シニア世代の

採用に意欲的な事業所につきまして求人開拓を行ったり、集中的に行うべき取組も所ごと

において行っておりますので、さらに強化していければと思っております。特にシルバー

人材センターにつきましては、高齢者の方々の就労機会を与える非常に利用しやすいもの

でございますので、今後ともシルバー人材センターへの登録を含めた誘導も行っていけれ

ばと思います。 

 障害者の就労促進につきましては、冒頭申し上げましたように、非常に民間企業におい

て法定雇用率を遵守していただいている状況でございますが、令和６年以降段階的に雇用

率がアップしますので、今後も取組をさらに進めていかなければならないと思っておりま

す。よって、特に未達成企業等への取組、また、障害を持たれている方々の障害特性につ

きましてきちんとご理解をいただくこと、また、就労してからのケアも含めまして、関係

機関ともしっかりと連携していきたいということでございますので、今後６年から段階的

に上がるこの１年間につきましては、積極的に取組を行っていければと思っております。 

 また、外国人に対する支援につきましても、いろいろと今議論がされておりますが、外
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国人機能実習生も含めました外国人労働者に対する支援を今後もしっかり行っていければ

と思っております。 

 非常に雑駁でございますが、全体の取組につきましてご説明申し上げた次第でございま

す。よろしくお願い申し上げます。 

〇平塚貞人会長 稲原局長、ありがとうございました。 

 それでは、これから質疑に入ります。 

 なお、前回の審議会において、委員の皆様からの事前質問についてその内容を提供して

いただきたいというご要望がございましたので、今回事前質問の一覧を机上に置かせてい

ただいております。事前質問及びその回答につきましては、こちらを御覧いただき、事務

局からの回答に代えさせていただきます。 

 それでは、先ほどの説明に対するご質問、ご意見がございましたら、また事前質問に関

するご質問、ご意見がございましたら、ご発言いただきたいと思います。 

 なお、質疑につきましては、終了の時刻を、目安をですけれども、11時45分とさせてい

ただきたいと思います。つきましては、限られた時間内になるべく多くの委員からご発言

を頂戴したいと思いますので、委員の皆様、事務局ともにご発言は簡潔にお願いするとと

もに、同一の件で質疑が繰り返されるような場合については、一旦保留し、別の質疑をお

受けすることもありますので、ご了承願います。 

 また、ご発言される際は挙手をいただき、私の指名の後にお願いいたします。 

 それでは、ご発言される方は挙手をお願いいたします。 

 それでは、鈴木委員、お願いします。 

〇鈴木圭委員 労働者委員の鈴木です。行政運営方針の６ページなのですが、ここは事前

質問も触れているところはあるのですけれども、パートナーシップによる価値創造のため

の転嫁円滑化施策パッケージに基づいた取組をするということなのですが、パートナーシ

ップ構築を宣言した企業の数を全国内で見ると、岩手は下から３番目ぐらいというか、か

なり低い位置にありまして、なかなか政府の考え、そういった趣旨が広がっていないと受

け止めております。労働局さんとして、この宣言を積極的に広めていくというところまで

ではないのかもしれませんが、一定程度国の方針でもあるので、少し企業に伺った際には、

そういった取組の推進を図れないかということをまず質問させていただきます。 

 それと、この宣言の数が上がってくることによって、客観的ではあるのだけれども、岩

手の企業間での取引が円滑になると受け止めますので、どのような取組が可能かという辺
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りを少し具体的に教えていただければと思います。 

 以上です。 

〇平塚貞人会長 それでは、ただいまの鈴木委員からのご質問に対しまして、事務局から

回答をお願いいたします。 

〇市川労働基準部長 労働基準部長の市川でございます。ご質問ありがとうございます。

パートナーシップ制度の取組と、推進についてお答えいたします。 

 今鈴木委員からご発言のあった件ですが、まず従来労働局ではそのようなパートナーシ

ップ宣言をする企業というものを増加するという、そのような動きというのは行ってはい

ないのですけれども、ただパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッ

ケージというのは、内閣府をはじめとして国で政府一体となって関係省庁で取り組んでい

るものです。いただきました事前質問についてもご回答させていただいたのですけれども、

昨年閣議決定された物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策において賃上げ促進

ということを厚生労働省としても監督署を活用して賃上げの環境整備を図っていくことと

しているものですから、こちらはパートナーシップの流れに沿って行っているものでござ

いますが、今後ともそうした監督時に下請法違反が認められた場合には、公取委や関係省

庁に通報するほか、要請書というのも出しているものですから、そういったことを監督時

に併せて行うことで、パートナーシップによる施策パッケージを厚生労働省、労働局とし

ても政府の一員として推進できるよう、引き続き積極的に周知していきたいと思っており

ます。 

 以上となります。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から回答ありましたけれども、鈴木委員、よろしいでしょうか。 

〇鈴木圭委員 ありがとうございました。報道でしか知らないのですけれども、中小企業

はなかなか価格転嫁しづらいというような話を聞いておりますので、こうした宣言を広げ

ていくことは必要なのではないかと受け止めております。 

 中小企業庁などが主体的にやるのかもしれませんが、今の経済状況や物価高など、そう

したものを踏まえれば、国全体が前向きに改善に向かって取り組む必要があると思ってい

ますので、もし可能であれば例年の取組よりさらに一歩踏み込んだ対応を図れるのであれ

ば、対応をぜひお願いをしたいと思います。 

 以上です。 



 

- 13 - 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

それでは、ほかにご質問とかはありませんか。 

 では、瀬川委員、お願いします。 

〇瀬川浩昭委員 中央会の瀬川でございます。今の鈴木委員のパートナーシップのご発言

の関係で、ちょっと関連してお話をさせていただきたいなと思いますが、まず中小企業の

実態というのは、ご存じのとおりかなり今現在も厳しいです。鈴木委員がご指摘されたと

おり、中小企業の賃上げの一番のネックになるのが実は価格転嫁であります。 

 昨年暮れまで全国の中央会が連携しまして、全国中央会のほうで価格転嫁に関するアン

ケート調査等々の結果を見ましても、価格転嫁がある程度行われているのは全国平均でも

５割ぐらいなところで、まだまだ厳しい状況。それから、価格転嫁に関して言えば、原材

料費や、それから電気やガス等のエネルギー関係の価格転嫁に関しては、やっと大手の発

注元と下請が交渉についているという状況で、ある程度パートナーシップ宣言というのも、

どの程度効果が出ているのかは分かりませんが、一応価格改定に対する交渉は大分進んで

きているように思います。 

 ただ、残念ながら県内の中小企業の実態を見ると、去年の最賃の上昇が33円というもの

とか、そういう人件費の高騰分を価格改定の交渉のテーブルにのせてくれている大企業と

いうのは少ないのです。というか、ほとんどない状態です。なので、県内中小企業は値上

がりした物価高騰分を商品、製品に転嫁できないどころか、上昇した賃金分までどうやっ

て資金を調達するかということに非常に苦労を今しているのが中小企業の経営者の実態で

はないかなというふうに考えています。 

 そういった点で、ぜひ価格改定、パートナーシップの進め方、何とかその原資を確保、

特に県内製造業に関しては、お客様が直接国民、消費者ではなくて、ほとんどが大手の企

業さん、間接、直接含めて、部品なり材料を納めている企業がほぼ中心ですので、そうい

ったところが人件費を交渉の中に盛り込んでもらえるような、そういう取組をぜひ国、内

閣府だけではなくて、経産省も含め、国全体が一体的に進めていただきたいと思っていま

す。 

 以上です。 

〇平塚貞人会長 ただいま瀬川委員のほうから、中小企業の現状について発言いただきま

したけれども、事務局から何かコメントありましたらお願いいたします。 

〇市川労働基準部長 労働基準部長の市川でございます。貴重なお話ありがとうございま
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す。 

 おっしゃられたとおり、厚生労働省、労働局だけで行っているのではなく、先ほど申し

上げたとおり、これは政府、関係省庁で連携して行っているものですから、今後も引き続

き関係省庁、こうしたパートナーシップによる施策パッケージの通報制度というものも積

極的に活用しながら、下請違反がないよう価格転嫁が円滑にできるように、より円滑にで

きるように、労働局としても次年度においても引き続き施策パッケージに基づいた監督時

におけるチェック、要請について、積極的に推進してまいりたいと思っております。あり

がとうございます。 

〇平塚貞人会長 瀬川委員、よろしいでしょうか。 

〇瀬川浩昭委員 はい。 

〇平塚貞人会長 それでは、ほかにご質問ある方はお願いいたします。 

 熊谷委員、お願いいたします。 

〇熊谷敏裕委員 商工会連合会の熊谷でございます。今のお話の価格転嫁の関係で、感じ

ていることをお話ししますと、中小企業庁のほうでは来年度も下請Ｇメンをかなり入れる

ということで、製造関係のほうはある程度できてきているのですけれども、ただそういう

中で岩手県内はなかなか厳しい部分もありますけれども、それ以上に一番厳しいのは小売

サービス関係がお客様がＢｔｏＢではなくてＢｔｏＣになっていて、要するにお客様が消

費者というところに対して、いかに理解してもらえるかというのが一番むしろ課題になっ

ているのかなと。値上げというものは、いろいろな大手さんの製造してきたものに関して

上がったものは多少上がりますけれども、ほかも上がっているのですけれども、全然上げ

られないと。上げている部分が１割、２割を上げる。本来は全体上げる予定の10上げるう

ち、せいぜい２割か３割はできるけれども、それ以上やってしまうと買ってもらえないな

というところで、この辺は国民全体も含めた中で理解ができるような形をさらに広げてい

かないと厳しいのかなと思っているところでございます。 

 次に質問ですが資料１―２の関係でいきますと、労働条件をめぐる動向の中で、申告、

相談等の状況、申告処理が毎年減少傾向にあるということですが、その中で賃金不払いは、

割合では大分増えていると。この辺がどういった実態なのか、これがやはり昨年度の最低

賃金の引上げ、全国で２番目の4.02％の引上げということが結構影響しているものなのか

どうか。県内でも全体で21％の方が下回っていますよという状態だったので、それを切り

替えるのに大分苦労なさっている状態なのですけれども、この辺の相談状況、あるいは内
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容がどうだったのか教えていただければありがたいです。 

〇平塚貞人会長 ただいまの熊谷委員からのご質問に対しまして、事務局から回答をお願

いいたします。 

〇市川労働基準部長 労働基準部長の市川でございます。全体の状況については資料１―

２の14ページに申告処理件数と賃金不払いや解雇、それぞれの割合について、それぞれの

件数の内訳を10年分示しておりますけれども、確かにこちらの最低賃金、過去10年見まし

ても24件ということで母数が減っておりますので、最賃が24件で件数が多くなっていると

いうことは、それだけ割合も多くなっているということにはなるのですけれども、確かに

熊谷委員おっしゃるとおり、昨年度岩手県は33円、4.02％の増加ということなものですか

ら、最低賃金について上がったことによって、まだ変更し切れていないというのは変なの

ですけれども、そういった事業所が今年度は目立つところであります。ただ、１月から今

月にかけまして、最低賃金を集中的に確認しておりまして、その中で随時こちらの違反に

ついても集計していますが、今、集計中ですので、実際今どれぐらいの企業が最賃違反だ

ったかどうかは、分かりませんが、こういった実態として最低賃金の違反が増えていると

いうのは、こちらも把握しておりますので、労働者の方に適切に最低賃金を上げた結果を、

労働者の方にとって最低賃金を上げることは生活の根底を支えることに繋がるものですか

ら、事業所に対して引き続き適切に法令遵守するよう指導を行っていきたいと考えており

ます。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から回答ありましたけれども、熊谷委員、よろしいでしょうか。 

〇熊谷敏裕委員 どうもありがとうございました。資料の数字見落としていまして、具体

的なもの、ありがとうございました。 

 いずれ我々としても、要するに事業所がしっかりそこを守っていかなければ駄目だよと

いうのは啓発しているというか、お話ししているところですので、ぜひここは決まったも

のでございますから、進めていかなければならないと思います。一層力を入れてお話しし

ていかなければならないなと思いました。 

 このような状況を見ると、やはり大幅な賃上げをしていかなければならないということ

は分かりますが、一定数の倒産などにつながりかねないということが明らかにあるので、

この辺を念頭に置きながら議論したり、考えていかなければならないのだろうと思ってお

ります。 
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 以上です。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 そのほかご質問ある方はいらっしゃるでしょうか。 

 それでは、山田清秋委員、お願いします。 

〇山田清秋委員 ご説明いただいた資料１－２の８ページに同一労働同一賃金の対応とい

うか、確保の取組をしていきますよというお話がありました。そういう意味では、元デー

タとして使えるというか、見ていくものとして、様々な平均賃金だったり、労働時間の平

均だったりという資料があるのですが、これはそういう意味では正社員、あるいは正社員

以外の方を含めたものなのか、あるいは正社員だけなのか。具体的にお話をすると、２ペ

ージに労働時間の状況も一人平均年間総実労働時間が1,813時間、賃金の状況が一人平均月

額23万2,390円、これは正社員だけなのか、正社員以外の方も含めてなのかというところを

まずお尋ねさせていただきたいと思いますし、一緒になっているのだとしたら、いわゆる

同一労働同一賃金という取組を進めていくのであれば、正社員と正社員以外でどうなのか

という実態を把握しないと、なかなかその議論もできないのかなというふうに思っており

ますし、特にまず１ページ目のところにあります高齢者の雇用状況ということでは、65歳

まではほぼ99.9％ですから、雇用は確保されているということだとは思うのですが、私の

知る限り、60歳を超えると収入がもうがくんと減ってという実態があるという話も聞いて

いるわけですので、そういったところの実態も踏まえて、本当に同一労働同一賃金を進め

るために具体的な現状把握をまずやっていただいて、本当に仕事が変わったり、あるいは

働く時間が変わって収入が減るというのであればだと思うのですが、やっている仕事が一

緒で単純に賃金だけが減るという、そういったことが起こらないようにすることが同一労

働同一賃金だと思いますから、そういった取組を進めるデータの確保というのですか、準

備をしていただいて、取組を進めていただければというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 あと、すみません、もう一つ、その部分で１ページの下のところにあります非正規労働

者の雇用状況、これも正社員と、ここで言う非正規雇用労働者（パートタイム）となって

いるのですが、ここはパートタイムの方だけがこの人数に入っているのか、再雇用の方、

嘱託の方、様々あると思うのですが、10万4,000人、24.9％というのは、どういう方たちが

入っているのかというところも教えていただいて、この比率も、そういう意味では４人に

１人はここでいったらパートタイムということになるわけですので、そういったところも
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しっかりデータとして準備をしていただけると議論が進むのかなと思いましたので、よろ

しくお願いいたします。 

〇平塚貞人会長 ただいまの山田清秋委員からのご質問に対しまして、事務局から回答を

お願いいたします。 

〇渡邉雇用環境・均等室長 ご質問ありがとうございます。雇用環境・均等室長の渡邉の

ほうからご回答させていただきます。 

 最初の資料１―２のほうの１ページの非正規雇用労働者のパートタイマーというのは、

基本的にはその会社の中で労働時間が短い人というくくりになりますので、例えばフルタ

イムとかいう人であれば、この中には入ってこないということになります。なので、具体

的にはそれぞれの会社ごとによって違うと思いますが、40時間のところであれば、例えば

35時間とか30時間とか20時間とかという所定労働時間が短い人というのがこの中に入って

きます。 

 もう一方、同一労働同一賃金の話の賃金のところにつきましては、資料１―１のほうの

３ページの（５）のところの「また」以下のところで、一般労働者と短時間労働者の賃金

格差はというところで、一応ちょっと県内の状況と全国の状況を示しているところでござ

います。なので、この場合、一般労働者というのは通常でいうところの正社員さん、短時

間労働者というのはパートさんということで、令和３年の一般労働者と短時間労働者の賃

金格差、一般労働者の所定内給与額を時給換算したものを100とした場合、短時間労働者は

71.6、全国的には74.3ということなので、全国よりちょっと待遇差としては大きいのかな

という状況だというふうに把握をしているところでございます。 

 あとは、資料のところにつきましては、やはり純粋に時給換算したものを同一にすると

いうものではなくて、あくまでも会社の中の働き方が同じであれば、法律に基づいて対応

も同じにしてくれと。働き方とか責任の度合いが違ってくれば、それにつきまして給与と

か待遇も、それはちょっと差が出てくるというふうになっておりますが、こちらのほうで

示しているのはそこら辺のところを全部一緒くたにしているものでございますので、やは

りこの中の賃金の中につきましては、待遇が同じ人もいれば違う人も出てくるという形に

なります。 

 私のほうのご回答としては、以上とさせていただきたいと思います。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から回答がありましたけれども、山田清秋委員、よろしいでしょうか。 
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〇山田清秋委員 ありがとうございました。ちょっと私が理解ができないのかあれなので

すが、要は今日説明いただいていた資料１－２の２ページの労働時間というのは、これは

要はフルで働いている方の労働時間ということになるのか、それと賃金の実額、ここに出

ている23万円というのは、これも正社員だけなのか。 

〇渡邉雇用環境・均等室長 ２ページのところの総労働時間とか所定内労働の給与額、こ

ちらのほうの２ページに示しているものは、あくまでも正社員も労働者も含めた全部の労

働者の平均ということになります。 

〇山田清秋委員 短時間の方も含めて。 

〇渡邉雇用環境・均等室長 そういうことです。短時間とかフルタイムの有期の方とか、

全労働者ということになります。 

〇山田清秋委員 そうしましたら、労働時間でいくと一人平均年間総実労働時間1,813時間

と、非常に成績がいい感じがしまして、実態でいくと週休２日とかで、もうぎりぎりで年

間2,000時間が所定労働時間だという企業が何となく多いような気もするのですが、そうい

う意味ではちょっと分けてデータを取られたほうが、取組の改善も含めて進めていく上で

は必要なのではないのかなというふうに思っております。 

 同じように、賃金はどこかに出ていますか。賃金は正社員が幾らで。 

〇渡邉雇用環境・均等室長 賃金のほうは、実際の金額自体はちょっと今こちらのほうに

は示していないですけれども、一応差としては資料１―１の３ページの（５）の「また」

以下のところで、令和３年の段階ですけれども、一般労働者と短時間労働者の賃金格差と

いうことで、一般労働者の所定内給与額を100とした場合、短時間労働者、パートさんです

けれども、71.6というのが県内の状況でございます。 

〇山田清秋委員 そういう意味では、県内で、各企業で正社員の賃金水準はどうなのだと

いうところで、様々賃金制度設計をされたりとかということがあると思いますし、そんな

意味ではぜひ正社員だと平均賃金幾らで、正社員以外だと幾ら、労働時間も正社員は何時

間で、正社員以外は何時間というふうにやっていただいたほうが課題が見えてくるのでは

ないのかなというふうに思っておりますし、先ほど言った特に高齢者の再雇用の方のとこ

ろについては、これは非常にどんどん高齢者が増えていくわけですし、そこでやっぱり生

活が厳しくなっていくということになっていくと、非常に今大変なこともあるわけですの

で、そんなことを考えたら、やっぱり同一労働同一賃金を進めていくということで考える

と、この辺も定年後の再雇用の制度の中でのあまりにも引き下げられないというのがどう
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なのかという実態を調べていただいて、対策をしていただくことが必要かというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇平塚貞人会長 今山田委員からご意見ありましたけれども、事務局からもしコメントあ

りましたらお願いいたします。 

〇渡邉雇用環境・均等室長 ご意見ありがとうございます。なるべく細かいデータで把握

できるものについては把握していきたいと思いますが、なかなかやっぱり統計法上とかも

あって、何でも細かく、細かく統計調査ができないところもありますので、できる範囲で、

今おっしゃられた年齢とかパートさんの部分とか分けて出せるものについては、今後もう

ちょっと細かく出していきたいと思っております。 

〇平塚貞人会長 事務局から回答ありましたけれども、山田清秋委員、よろしいでしょう

か。 

〇山田清秋委員 ありがとうございました。 

〇平塚貞人会長 ほかにご質問ある方はお願いいたします。 

 では、菊池委員、お願いします。 

〇菊池透委員 菊池でございます。今のにもちょっと関連しますが、言葉の定義が難しい

ですね。労働環境多様化、働き方、働かせ方が多様化しています。そうすると、いわゆる

正規、非正規、あとはフルタイム、パートタイム、パートタイムの正規もあるわけですよ

ね。フルタイムの非正規もありますよね。それにさらに加えて高齢者雇用、高年齢者雇用

ですか、厚生労働省上は。そういったものもありまして、それは正規なの、非正規なのと、

はてと思うときがありますよね。ですから、こういった方針を定める上では、きちんとそ

の迷いが生じないような記述が多分必要なのです。そういった上で、同じことをしている

なら、同じくらいの賃金だよねという労働者側の言い方はそのとおりだし、使用者側だっ

てそのとおりだと思っていますから、そういったものに対して厚生労働省さんはどういう

ふうに対応するか。 

 例えば資料１―１の３ページ目に、上のほうに（５）、非正規雇用（短時間）とありま

すよね。そうすると、これは非正規雇用をいっているのか、短時間の労働者をいっている

のか、この表題だけだと、おやとなりますよね。そこら辺の迷いが生じないような記述整

理が、これは労働者側も使用者側もどっちもすごく大事なことだと思いますので、取扱い

を今後よろしくお願いします。 

 私からの意見でした。 
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〇平塚貞人会長 ただいま菊池委員のほうから、言葉の定義、記述について、貴重なご意

見ありましたけれども、それについてコメントありましたらお願いいたします。 

〇渡邉雇用環境・均等室長 均等室長の渡邉です。ご意見ありがとうございます。統計調

査によって、言葉の定義もちょっと変わってきますので、そこら辺のところは紛れがない

ように、今後記載については工夫していきたいと思います。貴重なご意見ありがとうござ

いました。 

〇平塚貞人会長 ほかにあとご質問ある方はお願いいたします。 

 では、佐々木委員、お願いします。 

〇佐々木正人委員 佐々木です。まず、資料的には資料１―２のところになります。誰も

が働きやすい職場づくりということで、ここには長時間労働の是正の関係、抑制の関係が

ありますが、来年から上限が定められていくという中においては、これは価格転嫁も関わ

ってくると思うのですが、ここにあります②というところで、自動車運送業というところ

で、これ先ほどからも言っているとおり、中小企業庁とかも資料として出していると思う

のです。価格転嫁がしづらいとか、価格転嫁なかなか認めてもらえないというところに運

送業がやっぱり入っているということからしますと、確かに働く側とすれば時間外の抑制

は私どもは確かに必要だとは思います。 

 ただ、運送業でも大手はある程度そこは抑制できているのだと思うのですが、やっぱり

中小規模の運送業のところで、この間もちょっと連合岩手にも労働相談がありまして、こ

の適用になるとうちは食っていけないと、飯を食っていけないと。やっぱりワンクール、

東京とか遠くに運送していくのに、上限が決められてしまうと大変困るというような相談

があって、私はこれだと運転手はもう辞めたいということが話もあったと。実際的にはそ

うなのかもなとは思いますけれども、やっぱりそういった意味から進めますと、価格転嫁

も必要でございますので、その辺も含めて、やっぱり②のところで改正改善基準告示の説

明会の実施及び荷主特別対策チームというのを組んでいるわけでありますから、雇用の関

係も含めながらしっかりと説明をして、そのほかでもやっぱり価格転嫁というのもうまく

できるような仕組みというか、そういうものをやって、現存いるドライバーの人たちを何

とか雇用してもらえるような感じをつくっていただきたいなというのがそういうところで

ございます。 

 特にもやっぱり特別チームつくっているので、そういった意味からしますと、ここを活

用してしっかりと事業主に説明をして、労働時間管理等も含めてしっかりとした回転の仕
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方というのをしっかりやっていただきたいということでございますので、その辺よろしく

お願いしたいということでございます。 

 私のほうからは、意見としてです。 

〇平塚貞人会長 ただいま佐々木委員から、運送業、ドライバーに対するいろいろなご意

見、貴重なご意見をいただきましたけれども、もし事務局からありましたら、お願いいた

します。 

〇市川労働基準部長 労働基準部長の市川でございます。貴重なご意見ありがとうござい

ます。 

 確かに委員がおっしゃるとおり、こちらは例えば長い間の商慣行というものも影響して

おりますので、こちらに書いてありますとおり、荷主特別対策チームにおいて、発着荷主

さんと、あとは元請さんに丁寧に説明をして、令和６年４月から上限規制が適用になると

いうことに当たって、商慣行の取引の変更とか、その辺りも含めて関係団体とも協力して

今現在やっておるところでございまして、今後も引き続き積極的に説明会を行って周知を

して、かつこういった働き方改革に対する理解を促進するように努めてまいります。 

 労使団体の方にも、ご協力賜ることもあるかもしれませんけれども、その際は引き続き

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上となります。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明ありましたけれども、佐々木委員、よろしいでしょうか。 

〇佐々木正人委員 はい。 

〇平塚貞人会長 ほかに質問ある方いらっしゃるでしょうか。 

 では、鈴木委員、お願いします。 

〇鈴木圭委員 鈴木でございます。統計のお話で、定年60が65に延長する企業も増えてき

たのですが、どのぐらいの割合の企業が65になっているかというのを厚労省として押さえ

ているものなのかちょっとお伺いしたいのと、あとはちょっと違う話ですけれども、令和

４年度ですが、労働行政に関して財政的にかなり厳しい１年だったのだという気がしてい

るのですが、令和５年度の予算とか、それぞれ活動、取組を行っていく中で、しっかり予

算的な裏づけが取られているかという方向性だけでもいいので、拝見させていただきたい

というふうに思います。 

〇平塚貞人会長 ただいま鈴木委員からのご質問に対しまして、事務局から回答をお願い
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いたします。 

〇日原職業安定部長 65歳定年企業の状況ですけれども、直近の令和４年６月１日現在の

集計を見ますと、県内で報告対象の企業のうち、27.2％の企業が定年年齢を65歳としてい

るという状況です。 

〇平塚貞人会長 令和５年度の予算配分について、もし情報をお持ちでしたらお願いいた

します。 

〇市川労働基準部長 労働基準部長の市川でございます。今現在、まだ参議院のほうで予

算委員会が開かれているところですので、まだ確定ではないのですけれども、12月に厚生

労働省で予算案ということで公表しております。当然のことながら引き続き重要施策に関

する予算については適正な額を確保できるよう、国会においても審議いただいているとこ

ろでありますが、一例申し上げますと、上限規制の関係では適用猶予業種等対応コースと

いうのを新しく行いまして、何かと申しますと、例えば先ほど自動車の話出ましたけれど

も、自動車では、例えば36協定の見直しで月80時間超えだったものが月60時間以下になっ

たら250万円と、そういった形で適用猶予業種等対応コースということで、新しく働き方改

革を進めていくための助成金というのを今予算案としてつけておるところですので、こち

らの予算案をはじめとして、引き続き来年度に向けて、先ほど申し上げましたように重要

施策に関する予算案を国会のほうでご審議いただいているものですから、予算が通りまし

たら、来年度は積極的に活用して、労働局の重要施策を進めていきたいと考えております。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から回答ありましたけれども、鈴木委員、よろしいでしょうか。 

〇鈴木圭委員 はい、ありがとうございました。 

〇平塚貞人会長 ほかに何かご質問ある方、いらっしゃるでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 では、山田佳奈委員、お願いします。 

〇山田佳奈委員 公益代表委員の山田でございます。私のほうから、労働災害に関してち

ょっとお尋ねしたいことがございます。 

 資料１―２ですと４ページに当たりましょうか。あと、資料１―１ですと５ページでし

ょうか。先ほど令和４年度につきましては、新型コロナウイルス感染症による労働災害と

してかなりの増となったということでご説明頂戴しました。例えば資料１―１の５ページ

の下のほうを拝見しますと、（４）の労働災害・労災補償の状況のところの業種別の死傷
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者数が増加している業種を拝見しますと、製造業の場合358人ということで、やはり製造業、

運輸交通業というのは増えているといったことも拝見しております。 

 まず、ご質問２点ありまして、１つ目としてはこうした製造業、運輸交通業といったこ

うしたかなり増えているといったところというのは、これは新型コロナウイルス感染症と

の関連ということで見てよろしいものなのかどうかということが１つ。 

 それから、実は前回のこちらの会議で質問しそびれてしまったのですけれども、林業に

ついて重点分野として拝見しておりました。加えて、例えば農業、あるいはこの中では畜

産・水産業というのも拝見しております。これは、数字としてちゃんと総数を把握してい

なくて申し訳ないところなのですけれども、やはり従事されている方の人数からすると、

ひょっとしたら高めの可能性もあるのかなという気もしております。農業につきましても、

報道でも農業作業時の事故といったことは報じられているところでございますので、こう

した林業以外の第１次産業につきまして、その傾向ですとか、もしご存じのことがありま

したら教えていただければありがたいと思います。 

〇平塚貞人会長 ただいま山田佳奈委員からのご質問に対しまして、事務局から回答をお

願いいたします。 

〇市川労働基準部長 ご質問ありがとうございます。労働基準部長の市川でございます。

先ほどの質問なのですけれども、製造業とかが増えたということで、新型コロナの影響は

どうなのかというお話なのですけれども、毎月労働局では速報という形で、大体中旬ぐら

いに労働災害の状況というのをプレスリリースしているのですけれども、一番新しいもの

で１月末速報というものがございまして、そちらのほうですと822人新型コロナによる死傷

者がいるのですけれども、ほとんどが社会福祉施設、介護などであって、今回製造業とか

が著しく増えているのは、新型コロナの影響ということではございません。 

 あと、先ほども出た林業なのですけれども、委員がおっしゃられたとおり、岩手県、岩

手労働局は林業の特に死亡災害が多くて、昨年度も５人おって、令和４年度も３人死亡し

ているところでございまして、こちらは確かに労働者の比率から見て、あと全国的に見て

も、悪い意味でトップクラスのほうでございまして、今年度はそういった状況も踏まえま

して、労働局長による初めての林業のパトロールを森林管理署や関係機関、県とも連携し

て行ったところでございます。林業というのは災害の特徴上、起きてしまうと死亡災害に

繋がりやすいというのもありまして、監督署でも各関係団体等とも連携して、林業につい

ても強力に労働災害防止に取り組んでいるところでございます。 
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 あと、それ以外の農業などのお話だったのですけれども、実際に農業については１月末

の速報ですと、減少傾向となっています。畜産についても、減少傾向ですけれども、ただ

水産業自体が昨年同時期と比べて５名ほど多く、一方で今年度特徴的なのは、建設業の死

亡者数が下がっている点です。実際に下がっているのは建設業だけなのですけれども、業

種によってはそれぞれ増減があるのですけれども、ただ全体としてはコロナの関係を除い

ても、令和４年度、労働災害が増えておりますので、こちらについては来年度から第14次

労働災害防止計画というのもまた実施してまいりますので、そちらに基づいて労働災害、

少しでも減らせるように引き続き努力してまいりたいと考えております。 

 以上となります。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から回答ありましたけれども、山田佳奈委員、よろしいでしょうか。 

〇山田佳奈委員 ご回答ありがとうございます。やはり第１次産業、岩手県にとっても大

変重要な産業の一つであって、地域社会を守っていく役割も果たしていらっしゃるという

ことでご質問させていただきました。ありがとうございます。 

 やはり持続的な労働という、安全で健康に働けるということは持続可能な労働といった

こととつながることだと思いますので、あえてといいますか、ご質問させていただきまし

た。他省さんとも多分連携されているのかなとも拝察しておりますので、引き続き啓発等

していただければありがたいかなと陰ながら思っているところです。ありがとうございま

した。 

〇市川労働基準部長 ありがとうございます。 

〇平塚貞人会長 ほかにご質問ある方はお願いいたします。 

 それでは、田中委員、お願いします。 

〇田中健太郎委員 いつもありがとうございます。ＮＨＫ盛岡局長の田中です。先ほど来

いろいろ事務局のほうからご説明伺いまして、いろいろ課題はあるものの、様々な取組が

成果を上げている分野も多いということが分かりました。 

 一方で、生産年齢人口の減少というのは非常に深刻で、こうした様々な取組を本当にも

う無にしてしまいかねないインパクトのあることだと思いますので、これも先ほど来自治

体との連携というお話も出ていましたが、縦割りでなく進めていただければと思います。 

 その上で、１点私から労働局の取組についてお尋ねなのですけれども、情報発信につい

てなのですが、先ほど来の説明で、例えば人手不足分野の人材確保ですとか、情報発信で
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社員の皆さんとの交流会を開くというような取組をされているということで、非常に重要

な取組だと思いますので、進めていただければなと思います。 

 もう一つ、そうしたリアルの取組に加えて、例えばこうした若い人材のつなぎ止め、あ

るいは県外からの招き入れという点で、デジタルの情報発信というのをどのようにお考え

かなということをお伺いできればと思います。労働局のホームページ等で、今企業のＰＲ

動画とか含めて実際様々な取り組みされていると思うのですけれども、やはりＳＮＳ等を

含めて若い皆さんにつながる、接触できる取組というのはさらに強化していく必要がある

のかなと思いますが、その辺りのお考えを伺えればと思います。 

 以上です。 

〇平塚貞人会長 ただいま田中委員のほうから、デジタルの情報の発信についてご質問ご

ざいましたけれども、事務局から回答をお願いいたします。 

〇日原職業安定部長 ご質問ありがとうございます。人口減少というような状況もありま

して、県内の学生に県内企業をより知っていただくという取組は非常に大事だと思ってお

りまして、会社説明会をやったりですとか、あるいは先ほどお話にありましたように、ユ

ースエール認定企業の情報発信ですとか、そういった取組は引き続き力を入れてやってい

きたいと思っております。 

 加えて、デジタルを活用した情報発信ということで、ツイッターやインスタグラムを活

用してイベントなどの情報を発信しております。まだまだフォローしてくれる方の人数が

少ないですけれども、こういった取組を引き続き力を入れてやっていきたいと考えており

ます。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から回答がありましたけれども、田中委員、よろしいでしょうか。 

〇田中健太郎委員 ありがとうございます。なかなか効果がどれだけ出るかというのは難

しい、手探りの中進めていくことになるとは思うのですけれども、そうした取組を効果検

証とか含めて、達成状況とか含めて、また打ち返しがあればこうした場で共有していただ

けると幸いです。よろしくお願いします。 

〇日原職業安定部長 情報発信しても、それが効果につながらないと意味もないと思いま

すので、フォロワー数ですとか閲覧数とか、そういったものを見ていって、多くの方に見

てもらえるような情報発信の仕方について、よく考えていきたいと思っております。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 
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 そのほかご質問ある方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、瀬川委員、お願いします。 

〇瀬川浩昭委員 今の田中委員のほうからお話あったデジタル化のお話をちょっと、時間

がまだあるようなので、少し話をさせていただければと思うのですが、県内中小企業、商

業、サービス業のところのデジタル化というのは、実は県内でかなり最近格差といいます

か、例えばポイント還元、様々な、例えば県がやった20％ポイント還元とかの実施状況を

見ても、内陸部、特に盛岡から一関の間というのは相当電子決済が導入されていて、進ん

できているのですけれども、一方で沿岸や県北というところはかなり遅れてきているとい

うことで、県下平均すると大体電子決済というものの普及率が５割を超えて、６割に近い

ぐらいまで今来ているのかなという感覚を持っているのですが、やはりそういうところで

だんだん取り残されていく地域だったり、業種があったりするというところも、今ちょっ

と課題として出てきているのかなというふうに思っています。 

 この辺は、産業振興なり、地域振興の部分で取り扱っていく部分だというふうに思いま

すが、その背景には、なぜ進まないかという背景には資金の問題、様々なお金の問題だけ

ではなくて、やはりそれを実施する人材の問題があるのです。ハローワークさんだけでは

なくて、いろんなところで人材育成ということで、生産性上げるために様々な取組をされ

ています。リカレントであったり、リスキリングだったり、そういうところを進めながら、

そういうデジタル化に対応する従業員を育てていくのが本当に求められているのですけれ

ども、なかなかそこは思うように人も集まらないし、今いる従業員のトランスフォーメー

ション、ヒューマントランスフォーメーションとかという言葉もありますけれども、とに

かく生産性を上げるという点で、技能訓練の範囲だけでもう収まらない状況が今中小企業

の中にも起きているというところで、ぜひ今後その辺については厚生労働省さんだけでは

なくて、県や地方自治体、市町村とも連携し、さらには我々支援機関等々も含めて総合的

な取組が今本当に求められているのではないかなと思っています。 

 これは意見ですので、そういう実態であるということを共通認識をしたいと思います。 

 以上です。 

〇平塚貞人会長 ただいま瀬川委員のほうから、人材育成も含めていろいろ情報をいただ

きましたけれども、ご意見もいただきましたけれども、もし事務局でコメントありました

らお願いいたします。 

〇日原職業安定部長 ご意見ありがとうございます。デジタル関係の支援については、国
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としても人への投資、特にデジタル分野ということで、重きを置いて取り組んでいるとこ

ろです。今おっしゃられたように、経産省や自治体でもいろいろな取組をやっていると思

いますけれども、我々としては人材育成の部分で社内研修をやった場合の助成金、人材開

発支援助成金という助成金がありますけれども、これをデジタル関係の研修については高

率の助成をしたりとか、そういった仕組みも新たに設けて今取り組んでいるところです。 

 それから、職業訓練のところでも、デジタル関係の訓練コースを増やそうということで

取り組んでいるところでもあります。訓練内容がニーズに合ったものになっているかどう

かというところについては、今年度から立ち上げた地域訓練協議会などでご意見をいただ

きながら検討していきたいと思っております。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ほかに質問ある方はいらっしゃるでしょうか。 

 では、山田佳奈委員、お願いいたします。 

〇山田佳奈委員 何度もすみません。山田でございます。先ほど情報発信というお話です

が、インスタグラムというお話をお聞きしましたので、それに関連することかなというこ

とで話させていただきます。 

 本当にごく手短に、実感としてということでなのですけれども、局長さんの話の中で見

える化ということを何度かおっしゃっておられて、それでやはり現場を実際に見るという

ことの大切さという、その下で推進していかれていること、大変ありがたいと思っており

ます。私も学生から時々聞く話としては、今まで考えていなかったのだけれども、実際聞

いてみると、こういうところもあるのだというような、やはり実際人と会ってみたり、現

場に行ってみることの重要さというのが選択肢を広げるということも聞いております。で

すので、そうした意味でもぜひこうした見える化ということに様々な形で推進していただ

ければありがたいなという、実感も含めてということでございました。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ただいま山田佳奈委員から見える化という話がありましたけれども、もし事務局からコ

メントありましたらお願いいたします。 

〇稲原労働局長 ありがとうございます。見える化につきましては、ハローワークにおき

ましても、先ほど申し上げたように学生に対するもの、また一般求職者の皆様にも頭の中

で考えられている業種と、実際行ってみてかなり違うものがあるということを実感してい

ただくためにも積極的に行っていきたいと思います。また、昨年ですか、我が労働行政に
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関心を持つ学生のインターンシップ生に対しまして、厚生労働大臣認定のくるみん、える

ぼし等、こうした企業に取材に行ってもらうという業務を課しましたところ、行った学生

からは非常に好評で、初めてこのような考えを持つ事業主の話を聞け、また就労環境等に

ついて実態を目の当たりにできたことが非常に好評だったとも聞いております。 

 また、労働災害の関係で、先ほど基準部長が申し上げましたが、林業に、伐採の現場に

初めてパトロールを行いました。今年は林業の死亡事故、ケアレスミスな死亡事故が多か

ったわけですけれども、ただ林業の特性に関しては、ツタ等に絡まって本来倒れるべき方

向に倒れず方向が転換されたであったりと、これはやむを得ないというか、非常に危険性

をはらんでいるのですけれども、重機に乗った際にシートベルトをしていなかったなど、

非常に単純なミスも見受けられました。 

 コロナ禍において仕事が少なく、久しぶりに仕事に出たら事故が発生したであったり、

建設現場での事故がコロナ禍における若手とのコミュニケーション不足であったり、研修

についてもＷＥＢのため一方的な研修になり本当に分かっていなかったかもしれないなど、

そのようなご意見を賜ったところでございますが、いずれにしても実際に見て触ってとい

うこと、日頃のコミュニケーションが非常に重要なのだということも昨年コロナ禍におい

て実感したわけでございますので、このような経験、体験、お聞きした話などを今後とも

生かしながら、いろいろなセミナー、また見える化につながっていく政策を行っていけれ

ばと思っております。大変貴重な意見ありがとうございました。 

〇平塚貞人会長 ありがとうございます。 

 ほかにご質問ある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいでしょうか。 

 （委員から「なし」の声） 

〇平塚貞人会長 それでは、議事２に関しましての審議につきまして、以上をもちまして

終了といたします。 

 

 （３）その他 

 

〇平塚貞人会長 事務局でそのほかに準備している議事はありますでしょうか。 

〇境澤雇用環境改善・均等推進監理官 ございません。 

〇平塚貞人会長 事務局から連絡事項等はありますでしょうか。 

〇境澤雇用環境改善・均等推進監理官 １点、連絡事項がございます。 



 

- 29 - 

 本日の審議会の議事録につきまして、前回同様、事務局で作成後、ご出席の委員の皆様

にご確認いただくこととなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 終わりに、労働局長から一言お礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

〇稲原労働局長 長らくご審議いただきまして大変ありがとうございました。当審議会の

限られた時間内で非常にたくさんの、忌憚ないご意見をいただきましたこと、本当に感謝

申し上げます。これらの意見を参考にさせていただきながら、次年度の行政運営方針を明

確に策定していきたいと思っております。新年度に向け行政運営方針に基づきました行政

展開を行ってまいりますので、今後ともご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

４ 閉  会 

 

〇平塚貞人会長 それでは、以上をもちまして令和４年度第２回岩手地方労働審議会を終

了いたします。皆様、ご協力ありがとうございました。 

 


